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人口・面積( 55. 2. 1)
世 帯　　　　　　208, 588
人 口　　　　　　627, 033
男　　　　　　　317, 409
女　　　　　　　309, 624

面 積　　　　　　53, 25㎞2
人口密度　　　　11, 774人/㎞2

災
害
時
の
情
報
連
絡
に
威
力

区
内
全
域
に

三
年
計
画
で

防
災
行
政
用
無
線
網
を
整
備

災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
も
っ
と
も
必
要
と
な
る
の
は

、
よ

り
正
確
な
情
報
で
す
。
こ
の
正
確
な
情
報
を
い
ち
早
く
得
て
こ

そ
迅
速
な
行
動
が
と
れ
ま
す
。
そ
こ
で

。
今
年
か
ら
三
ヵ
年
計

画
で
、
情
報
連
絡
の
た
め
の
無
線
網
の
整
備
を
行
い
ま
す
。

区
で
は
、防
災
対
策
事
業
を
重
点

施
策
に
打
ち
出
し
、そ
の
一
環
と
し

て
、防
災
区
民
組
織
の
育
成
、貯
水

檜
の
設
置
、備
蓄
倉
庫
の
建
設
、救

纉
物
賢
の
確
保
等
の
整
備
を
行
っ
て

き
ま
し
た
。

ま
た
、
区
民
の
関
で
も
防
災
対
策

に
対
す
る
関
心
は
ま
す
ま
す
た
か
ま

っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
今

。
現
実
に
大
地
震
が
発

生
し
た
と
し
た
ら
、
あ
な
た
は
ど
う

対
処
し
ま
す
か
。

ま
す
。と
っ
さ
に
考
え
る
こ
と
は
、

被
害
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
ど
こ
へ
避
難
し
た
ら
安
全

な
ん
だ
ろ
う
か
な
ど
の
情
報
だ
と
思

い
ま
す
。

先
の
宮
城
県
沖
地
震
で
も

、
電
話

マ
ヒ
に
よ
る
通
信
不
能
か
ら
、
必
要

な
情
報
が
得
ら
れ
ず
混
乱
が
起
き
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
。
災
害
が
発
生
し
た

と
き
、
も
っ
と
も
必
要
と
な
る
の
は

正
確
な
情
報
で
す
。
適
切
な
情
報
指

示
を
行
い
。
避
難
、
救
援
。
救
護
行

助
に
導
く
こ
と
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

と
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
区
民
ひ
と
り
ひ
と

り
に
対
処
す
る
情
報
の
伝
達
な
ど
、

情
報
網
の
整
備
が
確
立
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
。
今
年
か
ら
三
年
計
画
で

区
内
全
域
に
防
災
行
政
無
線
網
の
整

備
を
行
い
ま
す
。

無
線
網
が
確
立
す
る
と
、
災
害
戈

生
が
予
想
さ
れ
る
と
き
。災
害
発
生

時
に
区
民
の
皆
さ
ん
に
適
切
な
情
報

を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

防災行政用無線の
しくみ

カギかけて
お 願 いし ま す お 隣 さ ん

春の防犯運動実施中

例
年
、今
頃
の
季
節
は
あ
き
巣

。

忍
び
込
み
J
ビ
ル
荒
し
な
ど
、
侵

入
ド
ロ
ボ
ウ
の
被
害
が
目
立
っ
て

増
え
て
い
ま
す
。

区
内
で
も
、
昨
年
中
に
発
生
し

た
侵
入
ド
ロ
ボ
ウ
の
被
害
だ
け
で

二
、
匸
一
(
件
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
被
害
が
多
く
な
る
こ

の
時
期
に
七
日
ま
で

。
都
内
い
っ

せ
い
に
「
春
の
防
犯
運
動

」
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
防
犯
運

勵
の
重
点
は
、
侵
入
盗
の
防
止
が

目
標
に
な
っ
て
い
ま
す
。

戸
締
り
を

習
慣
づ
け
る

皆
さ
ん
の
心
が
け
で
、被
客
の

大
半
は
防
ぐ
こ
と
か
で
き
ま
す
。

○
ち
″
つ
と
留
守
す
る
と
き
で

も
、必
ず
戸
締
り
を
確
認
す
る

○
外
出
す
る
と
き
は
、隣
り
近
所
　

に
留
守
を
頼
み
、時
々
見
回
っ

て
も
ら
う

〇
郵
便
受
け
な
ど
に
、カ
ギ
を
隠

し
て
お
か
な
い

防
犯
設
備
の

改
善
を

○
玄
関
な
ど
出
入
口
の
ギ
髮
は
、

シ
リ
ン
ダ
ー
式
箱
綻
な
ど
、
悖

能
の
よ
い
も
の
を
正
し
く
取
り

付
け
る

○
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
錠
の
ほ
か

に
、
補
助
齪
を
取
り
付
け
る

○
ド
ア
や
ド
ア
の
脇
に
つ
い
て
い

る
ガ
ラ
ス
は
、
格
子
な
ど
で
禰

強
す
る

○
ア
ル
ミ
サ
'
シ
の
戸
や
窓
に

は
、
カ
ギ
付
き
の
ク
レ
セ
ン
ト

錠
な
ど
、
ガ
ラ
ス
を
破
ら
れ
て

も
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
を
取
付
け
る

そ
の
他
、
相
互
連
絡
用
の
防
犯

ベ
ル
を
取
り
付
け
、
隣
近
所
に
知

ら
せ
る
方
法
や
、
見
な
れ
な
い
人

や
あ
や
し
い
人
を
見
か
け
た
と
き

は
、
お
く
せ
ず
ひ
と
声
か
け
、
あ

や
し
い
と
思
っ
た
ら
た
め
ら
わ

ず
、
一
一
〇
番
で
通
報
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

◎
防
犯
に
関
す
る
ご
相
映
は
、
千

住
・
西
新
井
・
綾
瀬
一
察
暑
の
防

犯
相
談
コ
ー
ナ
ー
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

本
年
度
は
小
・
中
学
校

屋
上
に
受
信
装
置
を
配
備

防
災
行
政
無
線
の
し
く
み
は
、区

民
の
皆
さ
ん
に
す
ぱ
や
く
。い
ろ
い

ろ
な
情
報
を
正
確
に
お
知
ら
せ
す
る

も
の
で
す
。

こ
の
無
線
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ

り
ま
す
。

情
報
の
受
僮
や
発
償
、
指
令
な
ど

の
伝
達
用
が
移
動
系
無
線
。
こ
の
移

動
系
無
線
で
受
け
た
情
報
を
お
知
ら

せ
す
る
固
定
系
無
線
の
二
つ
で
。
連

絡
桐
は
次
の
と
お
り
で
す
。

移
動
系
無
線
網

基
地
局
を
区
役
所
本
庁
舎
に
股
置

し
、子
局
(
移
助
局
)
を
区
の
出
張

所
、保
健
所
、福
祉
事
務
所
な
ど
の

主
要
施
設
や
庁
有
車
に
、ま
た
、警

察
署
、消
防
署
、医
師
会
な
ど
の
防

災
関
係
機
関
を
含
め
、五
十
四
ヵ
所

に
現
在
配
備
さ
れ
、基
地
局
と
各
種

情
報
の
収
集
、伝
達
、交
換
な
ど
受

発
信
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、現
在
配
備
さ
れ
て
い
る

無
線
は
電
波
が
弱
く
、二
十
三
区
と

も
同
じ
竜
波
の
た
め
混
信
が
あ
り
、

非
常
時
に
十
分
な
活
用
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
、よ
り
強
力
な
電
波
を
発
す

る
無
線
を
配
備
し
活
用
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

固
定
系
無
線
網

こ
の
無
線
は
、
正
し
く
は
固
定
系

同
帷
無
線
と
い
い
。
移
助
系
無
線
と

同
様
、
基
地
局
は
本
庁
舎
に
設
置
し

ま
す
。

こ
の
基
地
局
か
ら

。
各
地
域
に
設

一

さ
れ
て
い
る
屋
外
受
信
装
置
の
ス

ピ
ー
カ
ー
か
ら
。
移
動
系
無
線
で
褥

た
情
報
を
、
指
令
に
基
づ
き
各
地
域

に
警
報
や
注
意
報
と
し
て
伝
え
る
、

お
知
ら
せ
用
の
も
の
で
す
。

受
信
装
一
の
し
く
み
は
。
皆
さ
ん

の
ご
家
庭
で
聞
く
ラ
ジ
オ
放
送
と
同

様
と
お
考
え
く
だ
さ
い
。

こ
の
受
信
装
置
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か

ら
有
効
に
音
声
が
聞
き
と
れ
る
範
囲

は
、
半
径
約
二
百
五
十
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
で
、
区
内
全
域
に
同
時
に
情
報
を

伝
達
す
る
に
は
、
受
信
装
置
を
ニ
ー

四
ヵ

所
に
設
置
が
必
要
で
す
。

そ
こ
で
計
画
の
第
一
段

階

と
し

て
、
小
中
学
校
九
十
四
校
の
屋
上
に

設
置
し
ま
す
。

こ
の
整
備
計
画
が
全
部
完
了
す
る

と
。
区
内
全
域
に
す
み
や
か
な
情
報

伝
連
が
可
能
と
な
り
、
災
害
状
況
、

避
難
誘
導
な
ど
'
　
H
民
の
皆
さ
ん
に

す
ぱ
や
く
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。工

事
期
間
中
は

ご
協
力
を

現
在
。
四
月
か
ら
苟
使
用
開
始
を

目
途
に
、
受
信
装
置
の
設
置
工
事
を

進
め
で
い
t
す
。

そ
の
た
め
。
工
事
期
間
中
は
試
験
I

政
を
漑
し
て
い
る
た
め
、
設
置
中

の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
音
乕
が
出
さ
れ

ま
す
。

こ
の
試
験
放
送
の
た
め
'
　
お
近
く

の
皆
さ
ん
に
は

。
何
か
と
騒
音
や
音

声
な
ど
で
ご
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
が

あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

受
信
装
置
の
工
事
期
間
は
次
の
と

お
り
で
す
。

○
千
住
地
区
　
三
月
五
日
?
二
十
日

○
日
光
街
道
東
側
地
区
　
三
月
二
十

三
日
ま
で

○
日
光
街
道
西
側
地
区
　
三
月
二
十

五
日
ま
で

く
わ
し
く
は
、防
災
課
へ
ど
う
ぞ

。

4 月からの使用開始を目途に工事を急いでいます

す
わ
っ
地
震
だ
!
!

あ
な
た
は
冷
静
に
対
処

で

き

ま

す

か

皆
さ
ん
は
。突
如
地
震
災
害
が
発

生
し
た
ら
ど
う
し
ま
す
か
。

冷
静
な
判
断
で
、対
処
で
き
る
行

動
に
自
俾
が
あ
り
ま
す
か
。
そ
の
た

め
に
は
。日
頃
か
ら
の
馴
練
の
積
み

重
ね
が
大
切
で
す
。

そ
こ
で
第
十
七
出
張
所
分
室
管
内

の
町
会
・
自
治
会
を
対
象
と
し
て
。

地
域
別
防
災
馴
練
を
次
の
要
領
で
実

施
し
ま
す
。

日
時
　
三
月
十
七
日
(
月
)
　
午
後

一
時
開
始

場
所
　
神
明
子
供
の
広
場
(
神
明
二
　

I
九
)

訓
練
内
容
　
○
避
難
誘
4
0
初
期
　

消
火

○
応
急
救
護
　
○
起
震
車

震
度
体
験

参
加
機
関
　
足
立
区
、
綾
瀬
警
察
署
　

足
立
消
防
署
、
消
防
団
、
第
十
七
出
　

張
所
分
室
管
内
町
会
・
自
治
会
、

防
災
区
民
組
織

問
合
せ
先
　
防
災
課

区
で
は
こ
ん
な
本
を
発
行

発
売
し
て
い
ま
す

区
で
は
、
区
民
の
皆
さ
ん
の
用

途
に
応
じ
て
、
次
の
よ
う
な
刊
行

物
を
領
布
し
て
い
ま
す
。

ご
希
里
の
方
は
、
ほ
役
所
広
報

課
(
五
階
)
に
見
本
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ど
う
ぞ
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

□
歴
史
的
な
読
み
も
の

わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
「
足
立
」

の
歴
史
を
解
説
し
、
古
い
姿
と
新

し
い
も
の
と
の
つ
な
が
り
が
興
味

深
く
理
解
で
き
る
「
足
立
の
歴
史
」

を
は
じ
め
、
江
戸
時
代
五
街
道
の

一
つ
で
あ
る
日
光
街
道
に
沿
っ
て

史
話
・
史
跡
を
尋
ね
め
ぐ
る
「
足

立
の
史
話
」
等
お
気
軽
に
読
ん
で

い
た
だ
け
る
本
で
す
。

「
足
立
の
今
昔
」
は
、
お
年
寄

り
弋
古
い
貴
麗
な
賢
料
を
お
持

ち
の
方
々
の
協
力
を
得
て
、
編
さ

ん
さ
れ
た
も
の
で
、
昔
の
写
真
も

豊
富
に
取
り
入
れ
、
ど
な
た
に
も

読
み
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

▽
足
立
の
歴
史
・・一
四
百
円

▽
足
立
の
史
話
=
・
四
百
円

▽
足
立
の
今
昔
:
半
五
百
円

◎
資
料

▽
旧
日
光
道
中
千
住
宿
家
並
変
遷
　

図
一・・
四
百
円

▽
近
代
史
年
表
・・・
三
百
円
(
昭
和

四
十
六
年
末
ま
で
)

▽
武
蔵
伊
具
遺
跡
・・・
二
千
円

▽
文
化
財
調
査
報
告
昏
:
半
円

□
統
計
資
料

区
政
の
現
況
と
推
移
発
展
の
あ

と
を
統
計
数
字
で
紹
介
す
る
も
の

で
、
人
口
、
生
活
、
碼
祉
、
教
育

な
ど
の
分
野
の
基
本
的
な
賢
料
を

収
録
し
て
あ
り
ま
す
。

▽
数
字
で
見
る
足
立
…
(
百
円

◎
資
料

▽
足
立
区
の
人
口
と
世
帯
(
昭
和

五
十
年
国
勢
調
査
)
…
七
百
円

□
地
図

区
施
設
の
所
在
地
を
わ
か
り
や

す
く
表
し
た
も
の
で
す
。

▽
施
設
案
内
図
=・
四
百
円

▽
ガ
イ
ド
マ
y
プ
…
二
百
五
十
円

□
そ
の
他

▽
教
育
百
年
史
-
足
立
区
に
小
学

校
が
開
設
さ
れ
て
百
年
。
新
制

中
学
校
の
制
度
か
で
き
て
三
十

年
、
そ
の
経
過
を
わ
か
り
や
す

く
解
説
し
た
も
の
で
す
。
・・・
七

千
二
百
円

▽
区
の
お
知
ら
せ
縮
刷
版
・
・
・
二
千
　

円
(
昭
和
二
十
三
年
九
月～
昭
　

和
四
十
七
年
三
月
ま
で
収
録
)

頒
布
場
所
・
問
合
せ
先
　
広
報
課

大
変
好
評
で
す

施

設

見

学

会

区
の
施
設
に
つ
い
て
よ
り
深
く

ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
に
施
設
見

学
会
を
実
施
し
ま
す
。
あ
な
た
も

ご
自
分
の
目
で
確
め
て
は
い
か
が

で
す
か
。

次
の
要
領
で
申
し
込
み
を
行
っ

て
い
ま
す
。
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
申
し
込
み
は

な
る
べ
く
ご
本
人
が
お
こ
な
っ
て

く
だ
さ
い
。

な
お
。
来
年
度
は
ご
好
秤
に
こ

た
え
て
、
回
数
を
増
や
し
て
実
施

す
る
予
定
で
す
。

日
時
　
三
月
二
十
七
日
(
木
)
・
　

二
十
(
日
(
金
)
の
二
日
間
(
各
　

日
と
も
。
午
前
九
時
三
十
分
?
　

午
後
三
時
三
十
分
頃
の
予
定
)

参
加
資
格
　
区
内
在
住
の
膺
二
十

歳
以
上
の
方

定
員
　
一
回
二
十
五
名
、
計
五
十
　

名
(
た
だ
し
、
応
募
者
多
数
の
　

鳩
合
は
抽
選
に
な
り
ま
す
)

見
学
施
設
　
足
立
清
掃
工
場
、
老
　

人
会
館
、
竹
の
塚
温
水
プ
ー
　

ル
、総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
　

ー
、
竹
の
塚
セ
ン
タ
ー
、教
育
　

セ
ン
タ
ー

申
込
方
法
　
電
話
で
広
報
課
へ
申
　

し
込
λ
で
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間
　
一こ
月
五
日
～
八
日
　

(
(
日
は
正
午
ま
で
)

参
加
費
　
無
料
(
昼
食
は
、こ
ち
　

ら
で
用
意
し
ま
す
)

申
込
・
問
合
せ
先
　
広
祁
課
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保健・衛生

早
期
発
見
が
大
切
で
す

あ
な
た
も
す
す
ん
で
検
診
を

胃
の
検
診

子
宮
が
ん
検
診

□
胃
の
検
診

検
診
日
・
場
所
　
▼
保
健
セ
ン
タ
ー

・
・
・
四
?
五
月
の
毎
週
月
曜
日

▼
千
佳
保
健
所
(
検
診
車
)
…
四

月
四
日
　
▼
江
北
保
健
相
談
所
　
(

検
診
車
)
=
・
四
月
七
日
　
▼
東

和
保
健
相
談
所
(
検
診
車
)
…
四

月
十
四
日
　
▼
足
立
保
健
所
(
検

診
車
)

…
四
月
十
六
日
・
三
十
日

・
五
月
七
日
・
二
十
一
日
　
▼
東

亰
都
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー
・
=四
月

三
口
・
四
日
・
十
日
・
十
五

・

五
月
二
十
三
[
[‥・
二
十
七
日

対
象
　
区
内
在
住
の
膺
三
十
五
歳
以

上
の
方
で
、
過
去
一
年
以
内
に
胃

の
検
診
を
受
け
て
い
な
い
方

定
員
　
保
健

セ
ン
タ
ー
(
各
三
十

名
)

、
検
診
車
(
各
四
十
名
)

、

東
京
都
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー
(
各

二
十
名
)

費
用
　
無
料
(
梢
密
検
査
が
必
要
な

場
合
は
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
)

注
意
事
項
　
胃
の
手
術
を
し
た
方
や

胃
病
で
治
療
中
の
方
は
検
診
で
き

ま
せ
ん

□
子
宮
が
ん
検
診

検
診
日
・
場
所
　
▼
保
健
セ
ン
タ
ー
　

・
・
・
四
土
(
月
の
毎
週
金
曜
日
、午

後
一
時
～
四
時
　
▼
東
亰
都
が
ん
　

検
診
セ
ン
タ
ー
・
・
・
四
月
三
日
(
午
　

前
九
時
?
十
時
)
・
四
日
(
午
前

九
時
?
十
一
時
)
・
十
日
(
午
前
　

九
時
?
十
時
)
・
十
一
日
(
午
前
　

九
時
?
十
一
時
)

対
象
　
区
内
在
住
の
膺
三
十
歳
以
上

の
女
性
で
、
過
去
一
年
以
内
に
子

宮
が
ん
検
診
を
受
け
て
い
な
い
方

定
員
　
保
健
セ
ン
タ
ー
(
各
二
十
五

名
)
、東
亰
都
が
ん
検
診
セ
ン
タ
　

ー
(
四
月
三
日
・
十
日…
各
三
十

五
名
、
四
日
・
十
一
冂
…
各
六
十
　

七
名
)

費
用
　
無
料
(
精
密
検
査
が
必
要
の

場
合
は
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
)

注
意
事
項

生
理
中
の
方
や
婦
人
科

医
で
治
療
中
の
方
は
検
診
で
き
ま

せ
ん

※
申
し
込
み
者
多
数
の
場
合
は
、抽

選
と
な
り
、ま
た
希
望
日
以
外
の
日

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

申
込
期
間
　
い
ず
れ
も
コ

二
月
五
日
?

十
二
日
(
当
日
消
印
有
効
)

申
込
方
法
　
い
ず
れ
も
、(
ガ
キ
記
　

入
例
(
右
)
を
参
考
に
し
て
、往
復
　

(
ガ
キ
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
　
い
ず
れ
も
、保

健
セ
ン
タ
ー
が
ん
検
診
係
(

　
(
　

五
五
-
四
一
五
一
)
へ

成
人
病
教
室

日
時
　
三
月
十
三
日
(
木
)
午
後
一
　

時
?
四
時

場
所
　
千
住
保
健
所
講
堂

内
容
　
循
環
器
疾
患
(
高
血
圧
、
脳

卒
中
、
心
臓
病
等
)
に
つ
い
て

定
員
　
五
十
名
(
先
着
順
)

費
用
　
無
料

申
込
・
問
合
せ
先
　
不
住
保
健
所
業

務
係
　
　
(
(
(
-
四
二
七
七

就
労
母
親
学
級

日
時
　
三
月
(
口
(
士
)
午
後
一
時
?

四
時

場
所
　
千
住
保
健
所
講
堂

対
象
　
働
い
て
い
る
妊
婦
さ
ん

定
員
　
二
十
五
名

内
容
　
映
画
、
妊
娠
の
生
理
、
お
産

の
経
過
、
妊
娠
中
の
栄
養
、
赤
ち

や
ん
の
育
て
方
、
質
疑
応
答

申
込
期
限
　
三
月
七
日

申
込
・
問
合
せ
先
　
千
住
保
健
所
t

務
係
　
　
(
(
(
!

四
二
七
七

妊
婦
さ
ん
の
た
め
の

栄
養
講
習
会

日
時
　
三
月
十
一
冂
(
火
)
午
後
一

時
三
十
分
!
二
時
三
十
分

内
容
　
▽
妊
娠
巾
の
食
事
と
調
理
又

演
　
▽
妊
娠
中
毒
症
、
貧
血
予
防

食
　
▽
授
乳
中
の
栄
養
に
つ
い
て

場
所
　
中
央
本
町
保
健
相
談
所

定
員
　
先
着
三
十
名

費
用
　
無
料

申
込
・
問
合
せ
先
　
中
央
本
町
保
健

相
談
所

　
(
八
〇
上

二
(
五

支
給
し
ま
す

母
子
栄
養
食
品

対
象
者
　
次
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る

妊
産
婦
お
よ
ぴ
乳
児
(
乳
児
に
つ

い
て
は
、
下
表
の
と
お
り
体
璽
制
　

限
が
あ
り
ま
す
)

▽
生
活
保
護
世
帯

▽
住
民
税
非
課
税
世
帯

▽
所
得
税
非
課
税
世
帯

支
給
期
間
　
▽
妊
婦
・・・
妊
娠
五
ヵ
月

日
か
ら
六
ヵ
月
間
　

▽
産
婦
:
由

産
の
翌
月
か
ら
三
ヵ
月
間
　
▽
乳

尽
・・
出
生
後
四
ヵ
月
目
か
ら
九
ヵ

月
間

支
給
開
始
　月

申
請
月
の
翌
月

持
参
す
る
も
の
　
印
か
ん
、
母
子
健

康
手
帳

申
込
先
　
各
出
張
所
、
ま
た
は
保
健

予
防
係

問
合
せ
先
　
保
健
予
防
係

ハガキの記入例

寝
た
き
り
の

お
と
し
よ
り
へ

老
人
福
祉
手
当
・
訪
問
看
護

□
老
人
福
祉
手
当

区
で
は
、
老
裏
や
傷
病
の
た
め

寝
た
き
り
の
お
と
し
よ
り
に
、
福

祉
手
当
一
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
該

当
す
る
方
は
、
お
早
目
に
申
請
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者
　
区
内
に
住
む
六
十
五
歳

以
上
の
方
で
、
次
の
状
態
に
あ

る
方

▼
自
宅
に
い
る
方
上
(
ヵ
月
以

上
寝
た
き
り
の
ま
ま
の
状
態
　
　

(
日
光
浴
な
ど
で
、
庭
を
敵
歩

で
き
る
程
度
を
含
む
)
に
あ
り
・
。

食
事
、
入
浴
、
排
便
な
ど
日
常
　

生
活
を
営
む
上
で
著
し
い
支
障

の
あ
る
方

▼
入
院
し
て
い
る
方
・
=
病

院

(
精
神
科
を
含
ひ
)
に
、
引
続
き

六
ヵ
月
以
上
入
院
し
て
い
る
方

支
給
制
度
　
本
人
や
家
族
の
所
得

に
よ
る
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
　

▽
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
し
て
い

る
場
合
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

支
給
額
月
額
一
万
千
五
百
円

支
給
方
法
申
請
の
あ
っ
た
月
か
　

ら
支
給
さ
れ
ま
す
が
、支
給
時

期
は
、毎
年
四
月
、(
月
、十

二
月
の
下
旬
に
本
人
名
僧
の
口

座
に
振
込
み
ま
す

申
請
に
必
要
な
も
の
　
▽
住
民
票

の
世
帯
全
員
の
写
し
　
▽
本
人

名
儀
の
預
金
通
帳
(
郵
便
局
は

除
く
)
　
▽
印
か
ん
　
▽
入
院

し
て
い
る
方
は
、入
院
証
明
書
、

ま
た
は
診
断
証
明
書

※
す
で
に
、老
人
福
祉
手
当
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
で
、金
融
機
関

口
座
番
号
、住
所
な
ど
の
変
更
弋

そ
の
他
の
異
動
が
あ
っ
た
と
き

は
、必
ず
異
助
(
消
滅
)
届
を
し

て
く
だ
さ
い
。

□
訪
問
看
護

対
象
者
　
区
内
に
住
ん
で
い
る
六

十
五
歳
以
上
の
、自
宅
に
寝
た

き
り
の
方
で
、訪
問
看
護
が
必

要
と
認
め
ら
れ
た
方

訪
問
看
護
の
方
法
　
寝
た
き
り
老

人
に
対
し
、医
師
ま
た
は
看
護

婦
が
お
お
む
ね
月
二
回
訪
問

し
、医
療
お
よ
ぴ
看
護
等
の
専

門
的
な
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す

申
請
に
必
要
な
も
の
　
印
か
ん

申
請
・
問
合
せ
先
　
い
ず
れ
も
、

老
人
福
祉
係
へ

申請はお済みですか

私立幼稚園児などの

保護者に対する 補助金

区
で
は
、私
立
幼
稚
園
お
よ
び

幼
稚
茴
類
似
施
設
園
児
の
保
護
者

の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、補
助

金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

区
外
の
私
立
幼
稚
園
、ま
た
は

幼
稚
園
類
似
施
設
に
在
輪
す
る
園

児
の
保
護
者
で
、ま
だ
手
続
き
を

し
て
い
な
い
方
は
、至
急
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

区
内
の
私
立
幼
稚
園
、ま
た
は

幼
稚
園
類
似
施
設
に
通
園
し
て
い

る
園
児
の
保
護
者
に
つ
い
て
は
、

園
で
申
請
済
で
す
。

幼
稚
園
類
似
施
設
と
は

、
補
助

金
基
準
に
該
当
し
た
園
で

。
保
育

所
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

受
付
期
限
　
三
月
六
日

※
な
お
、
昭
和
五
十
四
年
度
の
補

助
金
は
、
期
限
ま
で
に
申
請
し
ま

せ
ん
と
。
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。
必
ず
期
限
ま
で
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
学
務
課
幼
児

教
育
担
当

水
洗
化
が
可
能
に
な
り
ま

す
。

現
在
、区
内
各
所
で
下
水
道
工
事

が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
た
び
、次
の
地
域
の
工
事
終
了

に
と
も
な
い
、水
洗
化
か
可
能
と
な

り
ま
し
た
。ご
て
し
て
「

こ
の
地
域
に
お
住
ま
い

の
方
に
は
、三
年
以
内

に
水
洗
化
の
工
事
を
し

て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

水
洗
化
可
能
地
域

▽
足
立
二
丁
目
三
二
?

三
四
番
の
一
部

▽
柳
原
一
丁
目
三
七

番
の
全
部

供
用
開
始
月
日
　
一
月

二
十
九
日

間
合
せ
先
　
下
水
道
局

小
菅
支
所
(
　
六
〇

ニ
ー
(
(
二
二
)
、

ま
た
は
区
役
所
下
水

道
課
(

　
(
(

九
-

六
一
六
一
)

あ
な
た
も
ど
う
ぞ

足
立
の
歴
史
を
聞
く
会

日
時
　
三
月
十
九
日
(
水
)
午
後

一
時
三
十
分
?
三
時

場
所
　
千
住
セ
ン
タ
ー

内
容
　
足
立
区
の
歴
史
に
つ
い
て

の
講
演

対
象
　
区
内
在
住
・
在
勤
者

費
用
　
無
料

申
込
期
間
　
三
月
五
日
?
十
五
日

申
込
・
問
合
せ
先
　
千
住
セ
ン
タ

ー

　
(
(
一
丁
二
七
六
五

ご
利
用
く
だ
さ
い

交
通
安
全
映
画

こ
の
た
ぴ
区
で
は
、新
し
い
交

通
安
全
映
画
を
購
入
し
ま
し
た
。

町
会
、自
治
会
の
集
会
や
、子
ど
も

会
等
の
催
し
物
と
あ
わ
せ
て
、映

画
を
上
映
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

購
入
し
た
映
画
　
▽
明
日
に
向
っ

て
走
れ
(
カ
ラ
ー
　
四
十
三
分
、

一
般
・
運
転
者
向
け
)
　
▽
パ
ン

ダ
ち
ゃ
ん
の
こ
う
つ
う
あ
ん
ぜ

ん
(
カ
ラ
ー
十
四
分
、幼
児
・

低
学
年
向
け
)
　

▽
タ
ロ
ー
の

街
に
サ
ー
カ
ス
が
や
っ
て
き
た
(

カ
ラ
ー

十
分
、幼
児
向
け
)

▽
チ
ル
チ
ル
星
の
タ
ロ
ー
ち
や

ん
(
カ
ラ
ー

十
分
、
幼
児
・

低
学
年
向
け
)

※
こ
の
他
に
も
マ
ン
ガ
映
画
な
ど

が
あ
り
。
十
六
ミ
リ
映
写
機
を
添

え
て

、貸
出
し
て
い
ま
す
。な
お
。

利
用
す
る
方
は
、
十
六
ミ
リ
映
写

機
操
作
の
資
格
が
必
要
で
す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
交
通
安
全
係

ご
家
族
づ
れ
で
ど
う
ぞ

春
季
苗
木
即
売
会

区
で
は
、恒
例
と
な
り
ま
し
た

苗
木
の
即
売
会
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。苗
木
は
産
地
直
送
で
す

の
で
、市
価
よ
り
二
、三
割
安
く

お
求
め
に
な
れ
ま
す
。ま
た
、各

会
場
で
は
緑
の
何
で
も
相
談
、お

よ
ぴ
園
芸
用
土
、肥
料
、植
木
鉢

な
ど
の
即
売
も
行
い
ま
す
。

苗
木
な
ど
の
種
類
　
さ
ざ
ん
か
、

つ
け
、つ
ば
き
、な
ん
て
ん
、

つ
つ
じ
、さ
つ
き
、五
葉
松
な
ど

日
時
・
場
所
　
三
月
十
二
日
(
水
)

・・・
し
I
つ
ぷ
汨
公
園
(
谷
中
二

丿
四
-
一
)
　

三
月
十

三
日
(

木
)
:
柬

広
公
園
(
足
立
四
-

一
(
一
一
一
)
　

三
月
十
四

日
(
金
)
…
興
野
公
園
(
興
野

一
1

匸
一
T
一
九
)

な
お
。
時
間
は
い
ず
れ
も
午

前
十
時
?
午
後
四
時
。
雨
天
の

場
合
も
実
施
し
ま
す

問
合
せ
先
　
緑
化
係

十
六
ミ
リ
映
写
機

操
作
再
講
習
会

十
六
ミ
リ
映
写
機
操
作
の
修
了

征
を
お
持
ち
の
方
で
、
技
術
の
向

上
を
は
か
り
た
い
方
や
。
復
習
を

し
た
い
方
を
対
象
に
し
た
講
習
会

を
開
き
ま
す
。

日
時
　
三
月
十
一
日
(
火
)
午
後

三
時
～
七
時

場
所
　
青
年
館
(東
武
大
師
駅
前
)

内
容
　
新
旧
映
写
機
の
使
用
万
法

申
込
方
法
　
区
内
に
在
住
・
在
動

の
方
で
、資
格
修
了
証
を
お
持

ち
の
う
え
、直
接
会
場
へ
お
い

で
く
だ
さ
い

問
合
せ
先
　
文
化
係



区 の お 知 ら せ第500 号( 3)

スポーツ行事

あんない

軟
式
テ
ニ
ス

指
導
者
講
習
会

軟
式
テ
ニ
ス
の
正
し
い
基
礎
技
術

と
マ
ナ
ー
の
普
及
を
は
か
る
た
め
、

地
域
、職
場
等
の
ク
ラ
ブ
で
指
導
的

立
場
に
あ
る
方
を
対
象
に
、練
習
方

法
、指
導
方
法
等
を
内
容
と
し
た
講

習
会
を
次
の
と
お
り
閧
催
し
ま
す
。

日
時
　
三
月
二
十
一
日
・
二
十
五
日
(

予
備
日
二
十
(
日
)
午
前
十
時
?

午
後
一
時

場
所
　
北
千
住
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

請
師

区
軟
式
庭
球
連
盟
指
導
貝

参
加
資
格
　
墺
十
(
歳
以
上
の
区
内

在
住
・
在
勤
者

定
員
　
五
十
名
(
申
し
込
み
多
数
の

場
合
は
抽
選
)

申
込
方
法
　
直
接
ま
た
は
往
復
(
ガ

キ
に
住
所
、氏
名
、生
年
月
日
、

電
話
番
号
、テ
ニ
ス
歴
を
記
入
し
、

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

申
込
期
限
　
三
月
十
三
日
(
必
着
)

申
込
・
問
合
せ
先
　
休
冐
踝
(
〒
1
2
0

千
住
一
-
五
〇
)

総
合
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー

□
中
級
者
向
テ
ニ
ス
教
室

期
日
　
▽
硬
式
テ
ニ
ス
・・・
三
月
二
十

五
日
(
火
)
・
二
十
六
日
(
水
)

▽
軟
式
テ
ニ
ス
=
・
三
月
二
十
七
日
(

木
)
・
二
十
(
日
(
金
)

時
間
　
午
前
九
時
三
十
分
～
十
一
時

三
十
分

場
所
　
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
テ

ニ
ス
コ
ー
ト

対
象
　
十
(
歳
以
上
の
区
民
(
学
心

を
除
く
)

定
員
　
各
三
十
名
(
定
員
に
な
り
次

第
締
切
り
)

参
加
費
　
無
料

申
込
方
法
　
三
月
五
日
か
ら
、
電
話

ま
た
は
直
接
窓
口
で
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い

□
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
ル
ー
ム

ア
ス
レ
チ
ヴ
ク
ル
ー
ム
は
、四
月

か
ら
、ト
レ
ー
ニ
ン
グ
教
室
と
フ
リ

ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
併
用

に
よ
り
、
利
用
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

ア
ス
レ
チ
y
ク
ル
ー
ム
に
は
、い

ろ
い
ろ
な
機
具
が
用
意
さ
れ
て
い
ま

す
が
、体
力
づ
く
り
は
、あ
な
た
に

合
っ
た
運
動
量
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す

る
こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
こ
で
、ア
ス
レ
チ
ヴ
ク
ル
ー
ム

で
は
、一
定
の
棊
礎
指
導
が
す
む

と
、希
望
者
の
方
は
、ト
レ
ー
ナ
ー

の
個
人
プ
ロ
グ
ラ
ム
処
方
に
よ
り
、

フ
リ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

あ
な
た
の
時
間
に
、あ
な
た
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
、ぜ
ひ
体
力
づ
く
り
に

挑
戦
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
い
ず
れ
も
、
総

合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
(
東
保
木

問
ニ
ー
ニ
七
-
一
　

　
(
五
九
I

凸

ニ

ー
)
へ

都
民
体
育
大
会

区
予
選
会

第
三
十
三
回
都
民
体
育
大
会
の
区

予
選
会
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

□
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会

期
日
　
四
月
十
三
日
・
二
十
日
・
二

十
七
日
・
二
十
九
日

場
所

総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
他

柵
目
　
一
般
男
子
・
一
般
女
子
(
高

校
生
以
上
)

申
込
期
限
　
三
月
十
(
日

申
込
・
問
合
せ
先
　
ス
ポ
ー
ツ
デ
イ

ト
(
西
綾
瀬
一
〒
⊇
不
二
四

　
(
(
六
-
四
六
五
五
)

□
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

期
日
　
四
月
二
十
七
日

場
所
　
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
他

種
目
　
一
般
男
子
・
一
般
女
子
(
高

校
生
以
上
)

申
込
期
限
　
=
万
十
三
日

申
込
・
問
合
せ
先
　
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

連
盟
事
務
局
(
柳
原
ニ
ー
四
〇
-

五
グ
リ
ー
ン
キ
ヤ
y
ス
ル
ー○
一

号
中
村
方
　
　
(
(
二
-
二
四
九
(
)

□
卓
球
大
会

期
日
　
四
月
六
日

場
所
　
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

種
目
　
一
般
・
中
学
各
男
女
・
シ
ニ

ア
ー
ベ
テ
ラ
ン
(
個
人
戦
)

申
込
期
限
　
三
月
二
十
日

申
込
・
問
合
せ
先
　
卓
球
連
盟
事
務

局
(
西
伊
興
町
(
―
四
二
　
庄
司

方

　
(
吾
T

二
〇
三
(
)

※
参
加
賢
格
は
。各
大
会
い
ず
れ
も

区
内
在
住
・
在
動
・
在
学
者
で
す
。

◎
齡
加
費
用
等
、く
わ
し
く
は
。各

大
会
申
込
先
ま
た
は
。体
育
課
へ
。

健康な体づくりに、イチ、ニイ、サン
総合スポーツセンターで

各
種
教
室
・
生
徒
な
ど

募
集
し
て
い
ま
す

上
総
湊
養
護
学
園

上
総
湊
養
護
学
園
は
、お
子
さ
ん

の
健
康
の
増
進
を
は
か
る
と
と
も

に
、よ
い
習
慣
そ
身
に
つ
け
さ
せ
な

が
ら
、小
学
校
の
教
科
課
程
を
修
得

さ
せ
る
学
園
で
す
。

所
在
地
　
千
葉
県
富
津
市
澳
七
七
三
(

内
房
線
匕
総
淒
駅
下
單
二
分
)

入
園
資
格
　
小
学
校
三
年
生
か
ら
六

年
乍
ま
で
の
、ぜ
ん
そ
く
、虚
弱
、

肥
満
、
偏
食
等
の
児
童

入
園
期
間
　
昭
和
五
十
五
年
四
月
?

昭
和
五
十
六
年
三
月
(
夏
休
み
、

冬
休
み
は
区
内
小
学
校
と
同
じ
)

定
員
　
五
十
名

経
費
　
一
日
四
百
二
十
円

申
込
期
限
　
三
月
十
日

申
込
方
法
　
各
小
学
校
最
に
申
し
山

て
く
だ
さ
い

問
合
せ
先
　
小
学
校
、
ま
た
は
区
学

校
保
健
係

い
け
花
教
室

三
月
十
二
日
午
前
九
時
か
ら
、
次

の
各
館
で
、
い
け
花
教
室
の
新
規
会

貝
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
は
区
内
在
住
の
六
十
歳
以
上

の
方
で
無
料
で
す
。

た
だ
し
。
現
在
。
い
ず
れ
か
の
館

で
い
け
花
教
室
に
参
加
し
て
い
る
方

は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は

、
各
館
へ
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

▽
西
部
セ
ン
タ
ー
　
　
(
九
七
-
五

〇
二
(

▽
千
住
セ
ン
タ
ー
　
　
(
(
一
T

二

七
六
五

▽
花
畑
セ
ン
タ
ー
　
　
(
五
〇
一
二

六
一
七

▽
新
田
老
人
館
　
　
九
二

丁

Ξ
四

ニ

ー

▽
千
住
あ
ず
ま
老
人
館
　
　
(
(

二
-

二
一
一
(

▽
い
り
や
老
人
館
　
　
(
五
五
-
一

〇
五
〇

幼
児
グ
ル
ー
プ

対
象
　
昭
和
四
十
九
年
四
月
二
日
?

昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
生
ま
れ

で
、幼
稚
園
、保
育
園
に
通
園
し

て
い
な
い
区
内
在
住
の
幼
児
(
だ

だ
し
、毎
回
母
親
が
同
伴
で
き
る

方
に
限
り
ま
す
)

期
間
　
四
月
十
(
日
?
九
月
十
九
日

ま
で
の
毎
週
金
曜
日
、
午
前
十
時
?

十
一
時
三
十
分
(
小
学
校
等
の

夏
休
み
期
間
は
除
き
ま
す
)

場
所
　
東
部
セ
ン
タ
ー

定
員
　
三
十
名
(
申
し
込
み
多
数
の

場
合
は
抽
選
)

内
容
　
絵
本
、紙
芝
居
な
ど
の
読
み

き
か
せ
、体
育
遊
び
、音
楽
リ
ズ

ム
活
動
、
わ
ら
べ
う
た
、
絵
両
、

工
作
な
ど

参
加
費
　
無
料

申
込
受
付
　
三
月
十
一
冂
?
十
三
囗

の
午
前
九
時
?
午
後
四
時
、保
護

腎
が
来
館
の
う
え
、
お
巾
し
込
み

く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
　
東
部
セ
ン
タ
ー

　
六
〇
五
-
七
一
〇
一

お
さ
ら
い
教
室

高
齢
者
事
業
団
の
ユ
ニ
ー
ク
な
事

業
と
し
て
発
足
し
た
罵
さ
ら
い
教

芦

も
、三
年
目
を
む
か
え
ま
し
た
。

四
川
か
ら
の
新
学
年
に
あ
た
り
、
あ

ら
た
に
生
徒
募
集
を
行
い
ま
す
。

□
千
住
お
さ
ら
い
教
室

対
象
　
小
学
二
年
・
三
年

定
員
　
各
学
年
二
十
名

指
導
科
目
　
算
数
・
国
語

指
導
日
　
四
月
か
ら
毎
週
二
回
(
水

・
金
曜
口
)
　

午
後
三
時
?
四
時

三
十
分
(
各
学
年
一
時
間
)

場
所
　
千
住
セ
ン
タ
ー
洋
室
(
千
住

元
町
三
四
-
一
)

指
導
　
教
育
指
導
班

費
用
　

三
千
?

四
千
円

申
込
受
付
　
三
月
五
日
か
ら
(
定
員

に
な
り
次
第
締
切
り
)

□
関
原
お
さ
ら
い
教
室

対
象
　
小
学
二
年
・
三
年

定
員
　
各
学
年
二
十
名

指
導
日
　
毎
週
二
回
(
火
・
木
曜
日
)

場
所
　
朝
日
信
用
金
庫
足
立
支
店
会

議
室
(
関
原
三
-
三
九
上
二
)

※
指
4
科
目
、
時
間
f
指
導
者
'
　
f
i
t

用
、
申
込
受
付
等
は
、
千
住
お
さ
ら

い
教
室
と
同
じ
で
す
。

申
込
・
問
合
せ
先
　
い
ず
れ
も
、
直

接
ま
た
は
電
話
で
、
高
齢
者
事
業

団
事
務
局
(
千
住
五
一
六
(
　

　
(

七
〇
-
六
二
二
二
)
へ

みんな真剣です
( 千住おさらい教室で)

区
立
保
育
園

パ
ー
ト
募
集

職
種
　
保
は
・
用
務

資
格
　
▼
保
母
・
・
・
保
母
資
格
を
匐

持
ち
の
方
か
子
ど
も
を
育
て
た

経
験
の
あ
る
方
で
、四
十
歳
未

満
の
女
性
　
▼
用
務
ご・
四
十
歳

未
満
の
健
康
な
女
性
(
動
務
す

る
際
に
健
康
診
断
書
を
提
出
し

て
い
た
だ
き
ま
す
)

勤
務
場
所
　
区
立
保
育
園

勤
務
条
件
　
▼
所
休
代
替
保
厚
・
・

時
間
は
午
前
(
時
三
十
分
?
午

後
五
時
、
賃
金
は
日
額
四
千
(

十
円

▼
特
例
保
育
保
母
=
・
時
間
は
午

前
七
時
三
十
分
?
九
時
三
十

分
、午
後
四
時
土
(
時
、贊
金

は
時
給
五
百
六
十
円
　
▼
用
務

…
時
間
は
午
前
九
時
?
午
後
四

時
、
賃
金
は
時
給
五
百
十
円

登
録
制
　
申
し
込
み
に
よ
り
、
名

傳
に
登
録
し

、
保
育
園
に
パ
ー

ト
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
に
働

ら
い
て
い
た
だ
き
ま
す

申
込
方
法
　
履
歴
轡
に
希
望
職
種

を
記
入
し
、保
育
課
へ
直
接
ま

た
は
、
郵
送
で
ど
う
ぞ

問
合
せ
先
　
保
育
第
一
係

同
和
問
題
の

理
解
の
た
め
に

人
権
を
尊
重
し
差
別
を
な
く
す

に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う

か
(
4
)

前
回
は
、平
和
と
基
木
的
人
権

を
保
障
す
る
［世
界
人
権
宜
言
」

と
、
人
権
宜
口
を
よ
り
効
果
あ
る

も
の
に
す
る
「
国
際
人
権
規
約
」

を
昨
年
五
月
に
国
会
で
批
准
し
た

こ
と
に
ふ
れ
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で

、
わ
が
風
が
国
際
的

な
人
権
尊
重
国
家
の
グ
ル
ー
プ
に

参
加
し
た
機
会
に
、
あ
ら
た
め
ア

国
内
に
お
け
る
人
権
保
障
の
現
紗

に
目
を
向
け
て
見
ま
す
と
、
日
本

国
憲
法
に
よ
っ
て
、
何
人
に
も
保

障
さ
れ
て
い
る
人
権
が
、
今
な
お

完
全
に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
人
々

が
、
多
数
存
在
し
て
い
る
の
が
実

情
で
す
。
ま
こ
と
に
遺
憾
な
こ
と

で
あ
り
、
早
急
に
是
正
さ
れ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

こ
の
人
権
が
完
全
に
保
障
さ
れ

て
い
な
い
事
実
の
ひ
と
つ
と
し

て
、
い
ま
だ
に
一
部
の
企
業
で
、
採

用
、
選
考
に
あ
た
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

身
元
調
査
を
行
っ
て
い
る
実
態
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
身

元
調
査
は
、
就
職
の
機
会
均
等
や

職
業
遇
択
の
自
由
を
う
ぱ
う
ぱ
か

り
で
は
な
く
、
婚
姻
の
自
由
を
も

侵
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
身
元
調
査
は
、

近
代
に
お
け
る
自
由
人
権
思
想
の

精
神
に
逆
行
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
特
に

同
和
地
X
住
民
に
と
っ
て
は
、
差

別
を
温
存
し
助
長
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
そ
の
差
別
の
解
消
も
阻
害

す
る
重
大
な
要
因
の
一
つ
と
も
な

り
、
許
さ
れ
な
い
も
の
で
す
。

昨
年
三
月
に
「
同
和
対
策
事
業

特
別
揩
叙
法
」
か
延
長
さ
れ
、
五

月
に
は
「
国
際
人
権
規
約
」
が
批

准
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
会
に

差
別
と
い
う
も
の
が
、
い
か
に
差

別
を
受
け
る
人
の
心
を
傷
つ
け
。

基
本
的
人
権
を
侵
す
も
の
で
あ
る

こ
と
弋

も
う
一
度
真
剣
に
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

部
落
差
別
を
な
く
す
の
は
、
行

政
の
責
任
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
で
す
が
f
単
に
行
政
的
な
施
策

を
躊
す
る
こ
と
だ
け
で
は
解
決
で

き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
同
和
問
題

を
自
分
の
こ
と
と
し
て
受

け
止

め
、
正
し
い
認
識
を
も
っ
て
解
決

の
た
め
に
努
力
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
な
の
で
す
。

◎
同
和
問
胆
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
は

。区
役
所
同
和
対
策
担
当
へ

。

中
古
住
宅
を
取
得
し
た
方
へ

登
録
免
許
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

既
存
(
中
古
)
住
宅
を
取
得
し

た
方
を
対
象
に
、
所
有
権
移
転
登

記
税
率
が
五
%
か
ら
三
%
に
。
抵

当
権
設
定
登
記
税
率
が
〇
・
四
%

か
ら
〇
・
二
五
%
に
、
次
の
要
件

で
軽
減
さ
れ
ま
す
。

適
用
要
件

①
取
得
し
た
方

▽
中
古
住
宅
を

取
得
の
日
以
前
一
年
以
内
に
、

民
間
ア
パ
ー
ト
や
公
団
住
宅
、

借
家
等
に
住
ん
で
い
た

②
取
得
し
た
家
屋
▽
昭
和
五
十

四
年
四
月
一
日
?
昭
和
五
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
取
得

▽
取
得
の
住
宅
用
家
屋
の
床
面

積
が
、
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以

上
、
百
六
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

以
下

▽
取
得
の
日
以
前
十
年
以
内
に

新
築

▽
取
得
家
屋
の
固
定
資
産
評
価

額
が
、
一
平
万
メ
ー
ト
ル
あ
た

り
七
万
七
千
円
以
下

③
譲
渡
し
た
方

▽
譲
渡
の
日
ま

で
引
続
き
三
年
間
、そ
の
家
屋

を
所
有

▽
譲
渡
の
日
以
前
二
年
以
内

に
、そ
の
家
屋
に
居
住

手
続
き
な
ど
、く
わ
し
く
は
、

建
築
指
導
課
へ
。

住
宅
修
繕
・
宅
地
整
備
資
金

融
資
あ
っ
せ
ん
制
度

現
在
住
ん
で
い
る
住
宅
の
修
繕

ま
た
は
、宅
地
の
盤
備
を
し
よ
う

と
お
考
え
の
方
、賢
金
不
足
で
お

困
り
の
時
、融
資
の
あ
っ
せ
ん
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対
象
と
な
る
住
宅
　
居
住
部
分
の

床
面
積
が
百
三
十
二
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
で
あ
り
、全
体
の
床

面
積
の
二
分
一
以
上
で
あ
る
こ

と
。た
だ
し
、新
築
、増
改
築

は
該
当
し
ま
せ
ん

対
象
と
な
る
宅
地
　
敷
地
面
積
が

三
百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
未
滴

で
あ
り
、
対
象
と
な
る
住
宅
が

建
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、

蟐
替
え
の
場
合
は
、
建
替
え
後

も
居
住
す
る
こ
と

資
格
　
▽
区
内
に
一
年
以
上
住
所

を
有
す
る
こ
と

▽
住
民
税
を

完
納
し
て
い
る
こ
と

▽
年
齢

が
二
十
歳
か
ら
六
十
四
歳
で
あ

る
こ
と

▽
連
帯
保
証
人
を
つ

け
ら
れ
る
こ
と

融
資
額
　
二
十
万
円
?
百
五
十
万

円
利
率
　
年
五
%
(
実
質
申
込
者
負

拑
)

償
還
　
五
年
以
内
の
元
金
均
等
月

賦
取
扱
機
関
　
富
士
銀
行
、
足
立
償

用
金
庫
、
成
和
價
用
金
呎
足

立
農
協
の
区
内
本
支
店

申
込
方
法
　
申
込
書
(
区
民
係
ま

た
は
出
張
所
に
あ
り
ま
す
)
に

住
民
票
、
納
税
証
明
書
、
エ
垪

見
積
書
等
を
鄙
え
て
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先
　
区
民
係

家
屋
等
を

新
・
改
築
さ
れ
た
皆
さ
ん
へ

住
居
表
示
実
施
済
地
域
内
に
家

屋
等
を
新
・
改
築
さ
れ
た
方
は

。

住
居
表
示
に
よ
る
住
居
番
号
(

住

所
)
を
付
け
る
た
め
の
届
出
が
必

要
で
す
。

こ
の
届
出
を
さ
れ
ま
せ
ん
と
、

正
し
い
住
所
と
は
な
り
ま
せ
ん
の

で
転
入
・
転
居
届
が
で
き
ま
せ
ん
。

届
出
の
際
に
は
。
建
築
確
認
通

知
誓
と
印
か
ん
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。く

わ
し
く
は
。住
居
表
示
係
へ
。



昭 和55 年3 月5 日 区 の お 知 ら せ 第500 号 ( 4)

住民税の申告は

もうおすみですか
提出期限は3 月15日

申 告 書 の 提 出 場 所
ことしも佃人住民税の申告時期になりま

した。
申告書は、区役所本庁舍、または第二庁

舎の課税課、もしくはもよりの出張所へ提
出してください。
なお、申告の便宜を図るため、返信用封

筒をご利用ください。また。記入方法等わ
からない人は、次のとおり各出張所で課税

課職員が出張受付を行いますので、お気軽
にご来所ください。
◎ 3月11日( 火) ・12日( 水) →場所…常

東出張所、第3出張所～第12出張所
◎ 3月13日( 木) ・14日( 金) →場所…第

13出張所～第20出彊所、東綾瀬出張所、東
栗原出張所、鹿浜出張所、花畑出彊所
受付時間は午前9時～午後4時までです。

☆問 合せ先 区 役所第一 課税係… *882 ―1111 ・第二庁 舎第二 課税係…　889 ―6161

住民税と は
一般に、道府県民税( 東京都においては都

民税といいます) と市町村民税( 東京都23区1

こおいては特別区民税といいます) を合わせ
て住民税とよぱれています。
私達にとって日常生活に関係の深い、警寮・

消防・ごみ・教育など身近な仕事の費用を、
自分達の所得の中からそれぞれの負担能力に

応じ直接分担しあうという性格の税金です。
住民税は所得金額に応じて納税する所得割

と、応益性という性格の均等割とがあります。
したがって、所得税よりも納める人の範囲

は広く、税率も低く定められています。
住民税は正しく申告された内容により適正

な税額計算がされ、その税額を通知し、それ
によって納税していただく制度です。
住民税は、足立区の歳入のなかでも自主財

源として住民の声を反映できる重要な資金に

なウています。
昭和53年度23区住民税の一世帯当たりの平

均は131, 431円になっています。
足立区の昭和53年度住民税の一世帯当たり

の平均93, 335円でした。

申 告 が 必 要 な 人
①昭和54年中に所得のあった人で、昭和55年1

月1 日現在足立区内に住んでいた人
②足立区内に事務所や事業所、家屋敷があっ

て足立区外に住んでいる人
また、申告が必要な人で申告書の届いてい

ない人は課税課までご連絡くだされぱ郵送し
ます。なお、出張所にも置いてありますので
ご利用ください。

申告しなくてもよい人
①所得税の確定申告をする人
②前年中の所得が給与所得だけで、勤務先か

ら区へ、給与支払報告書が出された人
③前年中呎=所得のなかうた人
④生活保護法I Cよって、昭和55年1 月1 日現

在生活扶助を受けていた人
。⑤前年の合計所得が〔( 控除対象配偶者十扶

養人数+1) × 20万円〕以下の人
※ ただし上記③～⑤I C該当する人でも非課税
証明書発行などの基礎資料等となりますので
提出にご協力ください。

損 を し な い た め に

あなたは、申告書の記入もれ等により損を

していませんか?
すでI C提出済で記入もれがある人は、すぐI C

修正手続きをしてください。
次の所得控除欄が記入もれI Cなっている場

合が多々ありますので、注意して下さい。

配 偶 者 控 除 欄
納税者と生計を一にする配偶者( 婚姻届の

提出されている妻または夫) で、次に該当す
る人を記入して下さい。
①前年中に所得のなかうた人
②翦年中の合計所得が20万円( 給与所得者は

支払金額で70万円になります) 以下の人
また自己の勤労によらない不動産・利子・
配当所得の場合は、10万円以下の人
③前年中に死亡した人で、①または②に該当

する人

扶 養 控 除 欄
納 税者と生計を 一にす る親族( 配 偶者を除

く、 父・母・ 子等年齢に 制限はあり ません)

で、 次に該当す る人を 記入 して ください。

( 扶養親族で 同居の人 は申告書扶 養扶除欄

同 居に○ 印を つけて くだ さい)

①翦年中に所得 のなか った人

② 前年中の合 計所得が20 万円( 給与 所得者は

支払 金額で70 万円、老年 者で公的年 金受給者

は年 金支払 額が148 万 円になり ます) 以 下の

人。

また自己 の勤労に よらない不動 産、利子、

配当所得 の場合は、10 万円以下 の人 。

③前年中 に死 亡し た人 で、① または②に該 当

する人

その他の控除 欄
所得控除にはいろいろな種類がありますの
で、次の計算方法のところで説明します。

所 得 税 の 還 付
前年の中途で就・退職したサ` ラリーマソの

人で年末 調整を受け なか った人は、 税務署に

確定申 告をす ることに より 、所得 税の還付が

受けら れる場 合があり ます。

所得税・贈与税(税務署)
個人事業税( 都税事務所)

も 申告期限は3
月15日です

皆さんにも簡単にできます

個人住民税の計算方法
年税額=特別区民税所得割額十都民税所得割額十均等割額( 2, 000円)

◎ 所得割の計算方法
( 所 得金額- ①所得控除) × ②税率- ③ 税額控除= 所 得割額

課税標準額( 1, 000 円未 満切捨)

① 所 得 控 除
次の種類があり、これに該当する場合は、

所得金額から 差し 引くことが でき ます。

1. 雑損控除 … … ( 損害金 額一保険金 などで

うめら れた金額) - ( 所 得金額× 1/ 10)

2. 医療費控除 … ( 支払 った医療医薬 費の総

額一保険 金などでうめら れた金額) - ( 所

得金 額× 5/ 100)

※ 所得 金額× S 八00 が5 万円を超 える場合

は5 万円とする。

※ 控 除額の最高限度は200 万です。

※ 領収書の添付が必 要です。

3. 社会保険料控除… 54 年中に支払 った金 額

4. 小規模企業共済等掛 金控除… 54 年中に支

払った金額

5. 生命保険料控除… … 54年中 に支 払った保

険料が

( 1) 15, 000円以下… … 全額
( 2) 15, 001円～40, 000円… …支払った保険料

十7, 500円2

( 3) 40, 001円～70, 000円… …支払った保険料。

十17, 500円4

( 4) 70, 000円超… … 35, 000円

※ 年額保険料 が9, 000 円を超 えるもの につ

いては証明 書が必要です。

6. 障害者控除… … 19 万円( 特別障害者21 万

円)

7. 老年者控除… … 19万円

8. 寡( か) 婦控除 … … 19万円

9. 勤労学生控除 … … 19万 円

10. 配偶者控除 … … 21万円

11. 扶養者控除

( 1) 配偶者 がいる場合… 1 人 につ き20万円

( 2) 配偶者がいない場合… 1人目21万円、

2人 目から20万円

( 3) 老人扶養… 21万円

12. 基礎控除 … … 21万 円

〔お願い〕

所得控除・税率等は, 一部改正 される場合

があります。

②税率(所得割額の出し方)

下の速算表( 課税標蚰額× 税率一逮算控除

額) により計算してください。
特別区民税所得割額と都民税所得割額とは

別々に計算します。

〔例〕 課税標準額が40万円の場合
・特別区民税所得割額
400, 000円× 3/ 100- 3, 000=9, 000 円

・都民税所得割額
400, 000円× 2/ 100=8, 000円

所得割額速算表

③ 税 額 控 除
所得割額から控除されるもので、54年中に
配当所得があった場合に控除されます。

控除額は
特別区民税分…… 配当所得金額の2. 0%
都民税分……配当所得金額の0. 8%

ただし、課税総所得金額、土地等I Cかかる
課税事業所得等の金額、課税長期( 短期) 譲

渡所得の合計額が、1, 000万円を超える部分
の配当所得金額1こついては、この率のそれぞ
れの半分です。

掲
示

板
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新
し
く
次
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バ
ス
路
線
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通
し
ま
し
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ご
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だ
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▽
花
畑
団
地
?
二
五
六
号
線
経
由
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綾
瀬
駅
線

▽
北
千
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駅
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号
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皿
沼
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千
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駅
線

▽
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井
駅
～
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志
四
新
井
駅

線
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合
せ
先
　
東
武
バ
ス
足
立
営
業
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冒
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九
九
I
○
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〇
一

職
業
訓
練
生
募
集

科
目
・
人
員
　
昼
間
部
・
夜
間
部

と
も
テ
レ
ビ
科
。
一
`
気
工
事
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ど
。
人
貝
は
科
目
で
異
な
る
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資
格
　
義
務
教
育
修
了
者
(
年
齢

制
限
あ
り
)

期
間
　
三
月
十
五
日
!

一
十
二
日

選
考
日
　
三
月
二
十
六
日

○
昼

関
部
=
・
午
前
九
時

○
夜
間
都

…
午
後
六
時

訓
練
期
間
　
一
年
・
六
ヶ
月

申
込
・
問
合
せ
先
　
足
立
職
業
馴

練
校

営
六
〇
五
上
(
I

四
六

職
業
訓
練
生
募
集

対
象
　
商
業
従
事
者
、商
業
を
志

す
方

科
目
　
販
売
科

募
集
人
員
　
五
十
名

訓
練
期
間
　
一
年
(
毎
週
一
回
)

募
集
期
間
　
三
月
十
七
日
ま
で

申
込
・
問
合
せ
先
　
足
立
区
商
連

高
等
職
業
訓
練
校
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千
住
仲
町

三

区
商
振
連
会
館
六
階

曾
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一一
九
匸
一
こ

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の

出
張
相
談

日
時
　
三
月
十
三
日

午
後
一
時

～
四
時

場
所
　
第
二
庁
舎
会
議
室

内
容
　
パ
ー
ト
の
求
人
求
職
相
談

問
合
せ
先
　
足
立
職
業
安
定
所
戰

業
相
岐
グ
ル
ー
プ

曾
(
(
二
I

匸
一
(
七

切
手
展
と

切
手
教
室

日
時
　
三
月
十
九
日
?
二
十
三
日

午
前
九
時
～
午
後
四
時

場
所
　
足
立
郵
便
局

内
容
　
○
日
本
の
歌
シ
リ
ー
ズ
第

四
集
飃

〇
足
立
郵
便
局
開
局

百
七
年
の
歩
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○
切
手
収
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に
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す
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切
手
教
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午
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時
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問
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せ
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立
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局

曾
八
(

一
上
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○
○

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ス
ク
ー
ル
開
校

日
時
　
三
月
十
一
・
十
三
日
午

後
一
時
三
十
分
?
三
時
三
十
分

場
所
　
足
立
老
人
ホ
ー
ム

内
容
　
老
人
の
介
段

定
員
　
五
十
名
(
費
用
は
無
料
)

申
込
・
問
合
せ
先
　
足
立
老
人
ホ

ー
ム

曾
八
(
三
-
七
九
四
六

し
尿
浄
化
槽
の

定
期
検
査
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月
か
ら
。
し
尿
浄
化
槽
の
設

一
者
に
対
し
、
毎
年
一
回
定
期
的

に
、
厚
生
大
臣
の
指
示
す
る
機
関

の
検
査
を
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け
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
ま
し
た
。

く
わ
し
く
は
。
清
掃
局
浄
化
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設
課
(
営
二
匸
T
五
一
一
こ
へ
。

み
ど
り
の
引
越

国
鉄
コ
ン
テ
ナ

三
月
～
四
月
は
。転
勤
、就
職
、

進
学
な
ど
で
。
引
越
し
が
多
く
な

る
時
期
で
す
。

全
国
的
輸
送
網
が
確
立
さ
れ
た

コ
ン
テ
ナ
の
ご
利
用
は
い
か
が
で

す
か
。

問
合
せ
先
　
国
鉄
隅
田
川
貨
物
営

業
セ
ン
タ
ー

曾
(
〇
七
-
(

三
(
四

家
庭
婦
人
の

ス
ケ
ー
ト
教
室

日
時
　
三
月
十
一
・
十
二
・
十
四

日

午
前
十
時
～
正
午

場
所
　
松
戸
サ
ニ
ー
ラ
ン
ド

受
講
料
　
千
(
百
円
(
貸
靴
無
料
)

申
込
先
　
区
ス
ケ
ー
ト
連
盟

曾
(
(

一
¶
九
〇
六
五

区
民
フ
ォ
ー
ク

ダ
ン
ス
の
夕
ベ

日
時
　
三
月
十
三
日
午
後
六
時

三
十
分
～
九
時

場
所
　
千
寿
第
三
小
体
育
館

対
象
　
十
六
歳
以
上
の
方

費
用
　
無
料

問
合
せ
先
　
区
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス

連
盟

曾
八
(
一
一
九
〇
六
五

S. T　235, 000


